
令和３年度“「長久手市役所の仕事」通知表”の作成（外部評価）⑦

令和３年１０月６日 開催概要

開 催 概 要

会議等の名称
令和３年度行政評価・外部評価⑦

「公園管理事業」【みどりの推進課】

開催日時
令和３年１０月６日（水）

午後３時３０分から午後４時２５分まで

開催場所 市役所北庁舎２階 第５会議室

出席者氏名

（敬称略）

＜外部評価実施者（行政改革推進委員）＞

室淳子、岡崎信久、細萱健一、安立憲市、近藤恵美子

＜担当課＞

建設部長 水野 泰、みどりの推進課長 山本一裕、

緑化推進係長 作石裕介

＜事務局＞

総務部次長 福岡隆也、行政課長 若杉雅弥、

課長補佐 伊藤 愁

傍聴者人数 ０人

問合せ先 長久手市総務部行政課 ０５６１－５６－０６０５

備 考

外部評価実施者の

意見等

・子どもたちが公園を利用できなかったり、利用を躊躇して
ちゅうちょ

しまう現状も踏まえ、小学校の運動場の利用など、一般の利

用者の声も聞きつつ、利用方法を検討して欲しい。

・指定管理者と公園愛護会の業務が重なっており、無駄がある

のではないか。公園に愛着を持ってもらうために、市民に役

割を持たせるという考え方にも疑問がある。

指定管理者が、公園愛護会の活動を支援できる仕組みなど、

今後の整理が必要ではないか。

・公園管理の質が求められる。排水、トイレの洋式化など快適

な環境作りに努めて欲しい。

・公園を民間団体が利用していることは、行政は承知している

が、地域の市民に広く周知されているのか疑問がある。その

周知方法の検討や市民の理解を得るための取組も必要。

・市民の意見、苦情への対応は適切に行われているのか。

意見を伝えられない人もいるので、アンケートなどの実施も

検討してみてはどうか。



・民間団体の公園利用について、許可制度を導入してから２０

年以上が経過しており、スポーツ施設の整備状況や小学校グ

ランドの利用制限等が大きく変わってきていると考えられ、

安全利用・トラブル回避を目的に、許可制度を抜本的に見直

す必要があると思われる。

・今後、公園施設長寿命化計画に基づき公園施設の更新を進め

ていくことから、遊具を始め施設の点検チェックは、管理責

任の観点からも、出来る限り市の直営を含めて行っていく必

要性もあると感じている。

・民間のスポーツ教室の利用に際しては、利用日をポスターや

インターネット上に公開したり、地域にチラシを配布したり

することで、情報を周知させることも、地域理解を得るため

に必要と思われる。

・公園の維持管理は、専門業者による指定管理者制度を導入し

て行われており、市民には愛護会等の役割で指定管理者の業

務の一部を担ってもらう、という考え方を持って対応する必

要があると思う。

講評・まとめ 民間事業者によるスポーツ教室の利用に対する地域住民の

理解を深めること。

公園の管理の質を上げる取組を継続しつつ、指定管理者と公

園愛護会の管理体制について整理が必要。


